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(57)【要約】
【課題】  安価かつ容易に衛生を確保することのできる
赤外線体温計用プローブを提供する。
【解決手段】  剛体で構成される胴体部１１及び赤外線
透過性を有する薄膜部１２は、同一の樹脂材料により一
体成形によって得られるものであり、胴体部１１の外周
表面と、薄膜部１２の外周表面は、外周表面どうしが滑
らかに接続されるように構成され、これらの接続部には
段差や継ぎ目がない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】鼓膜から放射される赤外線を検出して体温
を測定する赤外線体温計に設けられる赤外線体温計用プ
ローブにおいて、
剛体で構成され、かつ、外耳道に挿入される筒状の胴体
部と、
赤外線透過性を有し、かつ、前記筒状の胴体部の先端を
塞ぐ薄膜部と、を備えると共に、
前記胴体部と薄膜部は各々の外周表面が滑らかに接続さ
れるように同一の樹脂材料で一体成形されていることを
特徴とする赤外線体温計用プローブ。
【請求項２】前記胴体部は、赤外線体温計本体のハウジ
ングに対して直接支持されることを特徴とする請求項１
に記載の赤外線体温計用プローブ。
【請求項３】前記胴体部は、該胴体部の樹脂素材とは異
なる素材によって形成された第２胴体部に接続されると
共に、該第２胴体部が赤外線体温計本体のハウジングに
対して直接支持されることを特徴とする請求項１に記載
の赤外線体温計用プローブ。
【請求項４】前記胴体部の肉厚は０．６～１．５ｍｍの
範囲で形成され、かつ、薄膜部の厚みは２０～１００μ
ｍの範囲で形成されることを特徴とする請求項１，２ま
たは３に記載の赤外線体温計用プローブ。
【請求項５】前記樹脂材料がポリエチレンまたはポリプ
ロピレンであることを特徴とする請求項１～４のいずれ
か一つに記載の赤外線体温計用プローブ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、鼓膜から放射され
る赤外線を検出して体温を測定する赤外線体温計に設け
られる赤外線体温計用プローブに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、この種の赤外線体温計用プローブ
としては、たとえば、図７～図９に示すものがある。
【０００３】図７は従来技術に係る赤外線体温計用プロ
ーブの模式的断面図である。
【０００４】図７に示す赤外線体温計用プローブ２００
は、外耳道に挿入するための略円筒形状の胴体部２０１
と、胴体部２０１の中空内部に備えられる赤外線センサ
２０２と、を備える。
【０００５】このように構成された赤外線体温計用プロ
ーブ２００により、胴体部２０１を外耳道に挿入する
と、鼓膜から放射される赤外線が胴体部２０１先端の開
口部から進入し、赤外線センサ２０２によって検知され
る。
【０００６】そして、この赤外線センサ２０２の検知結
果から体温（鼓膜温）を測定するというものである。
【０００７】また、その他の技術として、特開平１０－
１３７１９５号公開公報に開示されたものがあり、図８
を参照して説明する。図８は従来技術に係る赤外線体温
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計用プローブの模式的断面図である。
【０００８】図８に示す赤外線体温計用プローブ３００
は、外耳道に挿入するための略円筒形状の胴体部３０１
と、胴体部３０１の中空内部に備えられる赤外線センサ
３０２と、胴体部３０１の先端に設けられるフィルタ３
０３と、を備える。
【０００９】フィルタ３０３は赤外線を透過する性質を
有しているため、上記図７に示す赤外線体温計用プロー
ブ２００の場合と同様に、体温（鼓膜温）を測定するこ
とができる。
【００１０】また、その他の技術として、特公平６－４
２８７２号公開公報に開示されたものがあり、図９を参
照して説明する。図９は従来技術に係る赤外線体温計用
プローブの模式的断面図である。
【００１１】図９に示す赤外線体温計用プローブ４００
は、外耳道に挿入するための略円筒形状の胴体部４０１
と、胴体部４０１の中空内部に備えられる赤外線センサ
４０２と、胴体部４０１全体を覆う使い捨てカバー４０
３と、を備える。
【００１２】カバー４０３は赤外線を透過する性質を有
しているため、上記図７に示す赤外線体温計用プローブ
２００の場合と同様に、体温（鼓膜温）を測定すること
ができる。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような従来技術の場合には、下記のような問題が生じて
いた。
【００１４】赤外線体温計用プローブは衛生的に使用さ
れなければならず、使用の際には、汚れ等をふき取り、
かつ殺菌等を行う必要がある。
【００１５】上述した図７に示す赤外線体温計用プロー
ブ２００の場合には、胴体部２０１の内周部Ｘの汚れを
ふき取ったり、殺菌を行ったりするのが困難であり、ま
た、アルコール消毒を行った場合に、内周部Ｘにおいて
は、アルコールが乾きにくく、乾く前に測定を行うと誤
差が生じてしまうという問題があった。
【００１６】図８に示す赤外線体温計用プローブ３００
の場合には、フィルタ３０３によって胴体部３０１の内
周部に汚れ等が付着することはないものの、胴体部３０
１とフィルタ３０３の接合部Ｙには段差や隙間等が生じ
るため、この部分に汚れ等が溜まって掃除しにくいとい
う問題があった。
【００１７】また、フィルタ３０３を固定及び防水する
ための構造を必要とし、また、部品点数の増加を招き、
コストを増加させる原因となり、更に、フィルタ３０３
の素材としてシリコンガラスを用いると、それ自体が高
価であるという問題もあった。
【００１８】図９に示す赤外線体温計用プローブ４００
の場合には、汚れ等の問題はないものの、計測ごとに使
い捨てカバー４０３を交換しなければならないため、面
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倒であるだけでなく、コストが高くなってしまうという
問題があった。
【００１９】また、使い捨てカバー４０３の保管や管理
等も面倒であった。
【００２０】本発明は上記の従来技術の課題を解決する
ためになされたもので、その目的とするところは、安価
かつ容易に衛生を確保することのできる赤外線体温計用
プローブを提供することにある。
【００２１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明の赤外線体温計用プローブにあっては、鼓膜か
ら放射される赤外線を検出して体温を測定する赤外線体
温計に設けられる赤外線体温計用プローブにおいて、剛
体で構成され、かつ、外耳道に挿入される筒状の胴体部
と、赤外線透過性を有し、かつ、前記筒状の胴体部の先
端を塞ぐ薄膜部と、を備えると共に、前記胴体部と薄膜
部は各々の外周表面が滑らかに接続されるように同一の
樹脂材料で一体成形されていることを特徴とする。
【００２２】ここで、「剛体」とは、一般的には、寸法
や形状が変化しないことを意味するが、ここでは、装置
を使用する場合に、測定に支障のない範囲における多少
の変形等は許容されるものとし、実質的に剛体であれば
良いものとする。
【００２３】また、「外周表面が滑らかに接続」とは、
胴体部の外周表面と薄膜部の外周表面との接続部に段差
や継ぎ目がないことを意味するものである。
【００２４】本発明の構成によれば、胴体部と薄膜部は
各々の外周表面が滑らかに接続されているので、外周表
面の汚れのふき取りや殺菌等を簡単に行うことができ
る。また、胴体部が実質的に剛体であることから、使用
上の問題もない。
【００２５】前記胴体部は、赤外線体温計本体のハウジ
ングに対して直接支持されるとよい。
【００２６】このような構成によれば、胴体部全体を単
一の部材で構成するため、構成の簡略化を図ることがで
きる。
【００２７】前記胴体部は、該胴体部の樹脂素材とは異
なる素材によって形成された第２胴体部に接続されると
共に、該第２胴体部が赤外線体温計本体のハウジングに
対して直接支持されるとよい。
【００２８】このような構成によれば、胴体部の素材は
薄膜部の素材と同一の素材であることから、赤外線を透
過する性質の素材に限定されるのに対して、第２胴体部
は、そのような素材に限定されない。従って、第２胴体
部の素材により、所望の機能性の強化を図ることが可能
となる。例えば、強度や熱的特性に優れた素材を用いる
ことで、強度や耐熱性を強化することが可能となる。
【００２９】前記胴体部の肉厚は０．６～１．５ｍｍの
範囲で形成され、かつ、薄膜部の厚みは２０～１００μ
ｍの範囲で形成されるとよい。
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【００３０】前記樹脂材料がポリエチレンまたはポリプ
ロピレンであるとよい。
【００３１】
【発明の実施の形態】以下に図面を参照して、この発明
の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただ
し、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、
材質、形状、その相対配置などは、特に特定的な記載が
ない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣
旨のものではない。
【００３２】図１～図６を参照して、本発明の実施の形
態に係る赤外線体温計用プローブについて説明する。
【００３３】まず、図１及び図２を参照して、本発明の
実施の形態に係る赤外線体温計用プローブが具備された
赤外線体温計全体の構成等について説明する。図１は本
発明の実施の形態に係る赤外線体温計用プローブが具備
された赤外線体温計の外観斜視図であり、図２は本発明
の実施の形態に係る赤外線体温計用プローブが具備され
た赤外線体温計の縦断面図である。
【００３４】赤外線体温計１００は、赤外線体温計本体
２と、外耳道に挿入するための本発明の実施の形態に係
る赤外線体温計用プローブ１と、を備える。
【００３５】赤外線体温計本体２の外観を形成する外壁
面は、概略、ハウジンググランド２１及びハウジングフ
ロント２３と、バッテリーを交換するためのバッテリー
カバー２２と、測定を行う際の測定スイッチ２４と、か
ら構成される。
【００３６】赤外線体温計自体については公知技術であ
るので、その詳細な説明は省略するが、電気供給源とな
るバッテリー配置部や、回路基板の他、測定結果を表示
する表示部等が備えられる。
【００３７】なお、測定を行う際には、赤外線体温計本
体２を片手で握りながら、赤外線体温計用プローブ１を
外耳道に挿入し、その状態で、測定スイッチ２４を押下
することにより、短時間で体温（鼓膜温）を測定するこ
とができる。
【００３８】次に、特に図３を参照して、本発明の実施
の形態に係る赤外線体温計用プローブについて更に詳し
く説明する。図３は本発明の実施の形態に係る赤外線体
温計用プローブ付近の拡大断面図である。
【００３９】赤外線体温計用プローブ１は、外耳道に挿
入される筒状（円筒状）の胴体部１１と、胴体部１１の
先端を塞ぐ薄膜部１２と、を備える。
【００４０】胴体部１１は、ハウジンググランド２１に
よって支持される。この胴体部１１は測定の際等に変形
することのないように、実質的に剛体で構成されること
を必要とすることから、その肉厚は十分な厚みを必要と
する。
【００４１】このように実質的に剛体とするためには、
胴体部１１の素材にもよるが、素材としてポリエチレン
やポリプロピレンを用いた場合には、肉厚を０．６～
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１．５ｍｍの範囲の厚みにすることで、剛性を高めるこ
とができ、実質的に必要な剛体とすることが可能とな
る。
【００４２】薄膜部１２は、赤外線透過性を有する。従
って、赤外線体温計用プローブ１を外耳道に挿入した状
態では、鼓膜から放射された赤外線は、薄膜部１２を透
過して筒状の胴体部１１の内部に進入する。
【００４３】ここで、薄膜部１２が、測定に必要な赤外
線を十分に透過させる程度の赤外線透過性を有するよう
にするには、厚みを十分に薄くする必要がある。
【００４４】このような赤外線透過性を有するようにす
るには、薄膜部１２の素材にもよるが、素材としてポリ
エチレンやポリプロピレンを用いた場合には、肉厚を２
０～１００μｍの範囲の厚みにすることで実現できる。
【００４５】胴体部１１の内部にはセンサホルダ４によ
って支持された赤外線センサ３が備えられている。これ
により、薄膜部１２を透過した赤外線が、赤外線センサ
３によって検出され、この検出結果に基づいて体温（鼓
膜温）が測定される。
【００４６】次に、胴体部と薄膜部について、特に、図
４を参照して詳しく説明する。図４は、本発明の実施の
形態に係る赤外線体温計用プローブを構成する胴体部及
び薄膜部の模式的断面図である。
【００４７】図示のように、薄膜部１２は、胴体部１１
の内部に汚れ等が浸入しないように、その先端を塞ぐも
のである。
【００４８】そして、これら胴体部１１及び薄膜部１２
は、同一の樹脂材料により一体成形によって得られるも
のである。また、図４から明らかなように、胴体部１１
の外周表面と、薄膜部１２の外周表面は、外周表面どう
しが滑らかに接続されるように構成される。すなわち、
これらの接続部には段差や継ぎ目がない。
【００４９】なお、成型方法は、特に限定されるもので
はないが、例えば、射出成型，真空成型あるいは圧縮成
型等によって、好適に成型することができる。
【００５０】以上のように構成された赤外線体温計用プ
ローブ１の場合には、外耳道に接触する可能性のあるの
は、胴体部１１及び薄膜部１２の外周表面のみであり、
これらの外周表面を衛生的にする必要がある。
【００５１】しかし、上述の通り、胴体部１１の外周表
面と、薄膜部１２の外周表面は、外周表面どうしが滑ら
かに接続されているので、汚れが溜まりやすいような場
所はなく、汚れのふき取りや殺菌を簡単に行うことがで
きる。
【００５２】例えば、アルコールで消毒してガーゼ等の
布でふき取れば、汚れを簡単に落とすと共に消毒を行う
ことができる。あるいは、アルコールを染み込ませたガ
ーゼ等の布でふき取ることによっても、汚れを簡単に落
とすと共に消毒を行うことができる。
【００５３】また、薄膜部１２自体の剛性は低いが、薄
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膜部１２は、剛体で構成された胴体部１１に一体成形さ
れるため、横方向からは実質的に力を受けない。つま
り、薄膜部１２の平面方向に対して引っ張り力や圧縮力
は作用しない。
【００５４】従って、薄膜部１２自体の剛性が低いこと
は、使用上の問題にはならない。すなわち、赤外線体温
計を使用する場合、赤外線体温計用プローブ１を外耳道
に挿入するが、この際には、胴体部１１と薄膜部１２の
接続部（Ｒ状のエッジの部分）か、あるいは胴体部１１
の外周表面のみが外耳道に接触するため、薄膜部１２に
対してはほとんど力が作用しない。
【００５５】なお、突起状のものが、薄膜部１２に強く
作用した場合には、変形あるいは破損するおそれがある
が、赤外線体温計用プローブ１を外耳道に挿入する動作
によってそのような事態が生じることは通常考えられな
い。
【００５６】ここで、図２～図４においては、胴体部１
１が赤外線体温計本体のハウジング（ハウジンググラン
ド２１）に直接支持される構成を示した。これにより、
赤外線体温計用プローブの胴体部を単一部材で構成する
ことができ、構成の簡略化を図ることができるという利
点がある。
【００５７】これに対して、胴体部を複数部材で構成す
ることも可能であり、そのような場合の例を図５を参照
して説明する。図５は、本発明の実施の形態に係る赤外
線体温計用プローブを構成する胴体部及び薄膜部（構成
変形例）の模式的断面図である。
【００５８】図５に示す例では、胴体部が上記胴体部１
１に相当する胴体部１１ａと第２胴体部１１ｂとを接合
したもので構成されている。なお、接合は、例えば、超
音波溶着等によって接合することができる。
【００５９】胴体部１１ａ及び薄膜部１２は、上記の場
合と同様に、同一の樹脂材料により一体成形によって得
られるものであり、胴体部１１ａの外周表面と、薄膜部
１２の外周表面は、外周表面どうしが滑らかに接続され
るように構成され、これらの接続部には段差や継ぎ目が
ない。
【００６０】従って、上記の場合と同様の効果を得るこ
とができる。
【００６１】ところで、胴体部１１ａ及び薄膜部１２
は、その素材が同一の樹脂材料であり、薄膜部１２にお
いては、赤外線を透過する必要性があることから、その
樹脂材料は限定されることになる。
【００６２】従って、赤外線透過性の機能以外の機能を
発揮するためには、困難な場合もあり得る。
【００６３】そこで、図５に示す構成によれば、第２胴
体部１１ｂの素材によって、他の機能性を高めることが
可能となる。
【００６４】例えば、胴体部１１ａ及び薄膜部１２の素
材としては、上述のように、ポリエチレン等を用い、第
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２胴体部１１ｂの素材として強度や熱特性に優れたＡＢ
Ｓを用いれば寸法安定性の機能を強化することが可能と
なる。
【００６５】ただし、胴体部１１ａと第２胴体部１１ｂ
との接合部分について、段差や継ぎ目を完全になくすの
は技術的に非常に困難である。
【００６６】従って、胴体部１１ａの長さを外耳道に接
触（挿入）され得る長さ以上（一般的には１５ｍｍ以
上）に設定しておく必要がある。
【００６７】このようにすれば、仮に、胴体部１１ａと
第２胴体部１１ｂとの接合部分に汚れ等が付着してふき
取りにくいような場合であっても、この接合部分は外耳
道には触れないため衛生上問題になることはない。
【００６８】図６には構成変形例の一つを示している。
図６は本発明の実施の形態に係る赤外線体温計用プロー
ブ付近の拡大断面図（構成変形例）である。
【００６９】上述の図２及び図３に示す構成の場合に
は、赤外線センサ３が胴体部１１の内部領域に配置され
ている構成を示したが、図６においては、赤外線センサ
３が赤外線体温計本体２の内部に設けられている構成を
示す。
【００７０】これらは配置構成が異なるのみで、基本的
な機能が同一であることは言うまでもなく、本発明の実
施の形態の特徴である、胴体部１１及び薄膜部１２が同
一の樹脂材料により一体成形によって得られるものであ
り、胴体部１１の外周表面と、薄膜部１２の外周表面
は、外周表面どうしが滑らかに接続されるように構成さ
れ、これらの接続部には段差や継ぎ目がないことは、図
２及び図３に示す構成と同様である。従って、上記の場
合と同様の効果を得ることができる。
【００７１】以上のように、本実施の形態に係る赤外線
体温計用プローブの場合には、汚れのふき取り及び殺菌
が非常に簡単であり、かつ、使い捨てカバーのようなも
のも必要ないため、コストがかかることもない。
【００７２】
【発明の効果】以上説明したように、本発明は、安価か*
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*つ容易に衛生を確保することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る赤外線体温計用プロ
ーブが具備された赤外線体温計の外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る赤外線体温計用プロ
ーブが具備された赤外線体温計の縦断面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る赤外線体温計用プロ
ーブ付近の拡大断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る赤外線体温計用プロ
ーブを構成する胴体部及び薄膜部の模式的断面図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態に係る赤外線体温計用プロ
ーブを構成する胴体部及び薄膜部（構成変形例）の模式
的断面図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る赤外線体温計用プロ
ーブ付近の拡大断面図（構成変形例）である。
【図７】従来技術に係る赤外線体温計用プローブの模式
的断面図である。
【図８】従来技術に係る赤外線体温計用プローブの模式
的断面図である。
【図９】従来技術に係る赤外線体温計用プローブの模式
的断面図である。
【符号の説明】
１  赤外線体温計用プローブ
２  赤外線体温計本体
３  赤外線センサ
４  センサホルダ
１１  胴体部
１１ａ  胴体部
１１ｂ  第２胴体部
１２  薄膜部
２１  ハウジンググランド
２２  バッテリーカバー
２３  ハウジングフロント
２４  測定スイッチ
１００  赤外線体温計

【図４】 【図５】 【図７】
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